
健肝発 1016第 1号
平成 30年 10月 16日

各都道府県衛生主管部 (局)長 殿

厚生労働省健康局がん 。疾病対策課

肝炎姑策推進室長

(公印省冊各)

「肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正

について

肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業の取扱いについては、平成 30年 7月 12
日健肝発第 0712第 1号厚生労働省健康局がん。疾病対策課肝炎対策推進室長通
知「肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱い」により示していると

ころであるが、今般、その一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成 30年 4月
1日 より適用することとしたので通知する。





改正後

肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱い

1.医療給付の申請について
(1)
① 70歳未満の申請者
ア～エ

(略 )

(略 )
オ

(以下 「 | とVヽ うぃ)( 給付を受けようとする日の属する月
じ文ittσう1 9 以ハに、指市医唐,4(閣 てヽ室怖事細 Rr夕 Ⅲ こ市める肝が
スノ・ 喬 階 入院閣標 庚痔 r剪 下 「 スノ・ 萱庁肝野頭亦 入眸 I 》い
ス   ヽ / 十 熔 些 坊 ン(乎、の R巳 ス   ヽ 歩 遷ηキ 手}自 労昨が Prと r食 日十】∫ト

あることが記録されてぃるもの)の写し
② 70歳以上 75歳未満の申請者
ア～オ            (略 )

空 入院記録票 (医療の給付を受けようとする日の属する月以前の 12月 以内に、
指定医療機関において肝がん 。重度肝硬変入院関係医療 (高葱療養費適さ芝給さ
れるものに限る。)を受けた月数が既に3月 以上あることが記録されているも
の)の写し
③ 75歳以上の申請者
ア～オ            (略 )

カ 入障 害粥凄菫 r医藩 付 力辱 l十 二 うル十 る 日の 屈十 ろ 日 ,1前の 12月 以内に、
ヤ｀

れるものに限る。)を受けた月数が既に3月 以上あることが記録されているも
の)の写し
(2)              (略 )

(3)2(二 )の参加者証の交付を受けた者 (以下「参加者」という。)であつて、
当該参加者証の記載内容に変更がある場合 (9の場合を除く)については、当該
参加者証を交付した都道府県知事に対し、変更があった箇所を交付申請書に記載
し、参加者証及び変更箇所にかかる関係書類を添えて提出するものとする。

2.対象息者の認定及び参加者証の交付手続き等について
(1)、 (2)          (略 )

(3)都道府県知事は、実施要綱 6(1)に 定める認定を行 う際には、医療の給付菱
受けようとする日の属する月以前の 12月 以内に、指定医療機関において肝が
ん 。重度肝硬変入院関係医療 (高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた
月数 が既 とこ3月 以 L力ぅると とを確認す るヰぅの とするハ

改正前

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱い

1.医療給付の申請について
(1)
① 70歳未満の申請者
ア～エ

(新設 )

(略 )

(略 )

② 70歳以上75歳未満の申請者
ア～オ

(新設)
(略 )

③ 75歳 以上の申請者
ア～オ

(新設)
(略 )

(2)               (略 )

(3)2(■ )の参加者証の交付を受けた者 (以下「参加者」という。)であって、
当該参加者証の記載内容に変更がある場合 (9の場合を除く)については、当該
参加者証を交付した都道府県知事に対し、変更があつた箇所を交付申請書に記載
し、参加者証及び変更箇所にかかる関係書類を添えて提出するものとする。

2.封象息者の認定及び参加者証の交付手続き等について
(1)、 (2)           (略 )

(新設 )



改正後

(■)都道府県知事は、実施要綱 6(1)に 定める認定を行 う際には、限度額適用認
定証等、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証その他所得の状況を把握で
きる書類に基づき、申請者が実施要綱 4(2)の 表の階層区分に該当する者であ
ることを確認した上で、 (2)による認定及び (3)に よる確認が行われた申請
者が加入する保険者に対し、医療保険における所得区分の認定を行 うために必要
な書類等を添えて照会を行い、当該申請者に適用される医療保険における所得区
分について参加者証の適用区分欄に記載を行 うものとするぉ

(二)都道府県知事は、 (4)に より医療保険における所得区分に係る記載を行った
申請者を姑象患者と認定したときは、速やかに当該息者に対し、別紙様式例 3に
よる参加者証を交付するものとする。
(全)都道府県知事は、認定を否とした場合には、具体的な理由を付してその結果を
申請者に通知するものとする。

(上)参加者証については、原則として、有効期間は 1年以内とし、交付申請書等を
受理した日の属する月の初 日から起算するものとする。

3.認定の取消について
(略 )

4.入院記録票の管理について
(1)都道府県知事は、 B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん 。重度
肝硬変 (非代償性肝硬変のことをいう。以下同じ。)と 診断された患者 (以下
「肝がん・重度肝硬変患者」という。)に対 し、入院記録票を交付するものとす
る。

なお、入院記録票は指定医療機関を経由して交付できるものとする。

(2)、  (3)               (田 各)

.対象患者が指定医療機関に対し支払う額
指定医療機関において肝がん 。重度月干硬変入院関係医療 (―の指定医療機関にお

ける当該医療であつて一部負担額が健康保険法施行令 (大正 15年勅令第243
号)第 41条第 7項に規定する特定疾病給付対象療養 (以下「特定疾病給付対象療
養Jと いう。)に係る高額療養費算定基準額を超えるものに限る。)を受けた参加
者であつて、当該医療の行われた月以前の 12月 以内に指定医療機関において肝が
ん。重度肝硬変入院関係医療 (高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月
数が既に3月 以上ある旨の記載がある入院記録票を提示した者は、実施要綱 3

(3)に定める医療に係る医療費として、当該指定医療機関に対し、実施要綱 5
(2)②イに定める金額を支払うものとする。

5

改正前

(ユ)都道府県知事は、実施要綱 6(1)に 定める認定を行う際には、限度額適用認
定証等、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証その他所得の状況を把握で
きる書類に基づき、申請者が実施要綱 4(2)の 表の階層区分に該当する者であ
ることを適正に認定するものとする∩

(■)都道府県知事は、対象患者を認定したときは、速やかに当該患者に射し、別紙
様式例 3に よる参加者証を交付するものとする。

(丘)都道府県知事は、認定を否とした場合には、具体的な理由を付してその結果を
申請者に通知するものとする。
(■)参加者証については、原則として、有効期間は 1年以内とし、交付申請書等を
受理した日の属する月の初日から起算するものとする。

3 認定の取消について
(略 )

4.入院記録票の管理について
(1)都道府県知事は、B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん 。重度
肝硬変 (非代償性肝硬変のことをいう。以下同じ。)と 診断された息者 (以下
「肝がん 。重度肝硬変患者」という。)に対し、別紙様式例 6に よる肝がん 。重
度肝硬変治療研究促進事業入院医療記録票 (以下「入院記録票Jと いうぉ)を交
付するものとする。
なお、入院記録票は指定医療機関を経由して交付できるものとする。

(2)、  (3)                (略 )

.封象患者が指定医療機関に対し支払う額
指定医療機関において実施要綱 3(2)に 定める肝がん 。重度肝硬変入院関係医
療 (以下「肝がん 。重度肝硬変入院関係医療 |と いう。)(―の指定医療機関にお
ける当該医療であつて高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた参加者で
あって、当該医療の行われた月以前の 12月 以内に当該指定医療機関において肝が
ん・重度肝硬変入院関係医療 (高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月
数が既に3月 以上ある旨の記載がある入院記録票を提示した者は当該肝がん

。重度

肝硬変入院関係医療 (高額療養費が支給されるものに限る。)に係る医療費として、
当該指定医療機関に封し、実施要綱 5(2)② イに定める金額を支払うものとする。

5



改正後 改正前

ものとする。
(2)(1)に 定めるところにより請求を行おうとする者 (以下「請求者」とい

ゑi、整祭讐杷管褒潜紹浄哲聾暴τ棠党キ予峯築写奈會厘寧奢録遷房養后写墓俺ξ
請するものとする。
ア～ウ            (略 )

工

ぃ

ォ
るものイこ限る。)を受けた月数力

i諸 ;こ

3月 以上ある旨を証明できる書類

(3)              (略 )

7.指定医療機関の指定及び役割について
(1)～ (3)          (略 )

(4)指定医療機関は、次に掲げる役割を担うものとする。
①～③            (略 )

④ 本事業の対象となる肝がん 。重度肝硬変入院関係医療 (高額療養費が支給さ
れるものに限る。)が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関とし
て公費の請求を行うこと。

⑤
(5)

(略 )

(略 )

(略 )8

そ1,籍是菖嬢最議|:夫撓己弓暴祭術?登選幕晨塞負岳鵠織置曇≒普櫂寡塞警系呈給
されるものに限る。)を受けた参加者であって、当該医療の行われた月以前の 1
2月 以内に指定医療機関において肝がん 。重度肝硬変入院関係医療 (高額療養費

督琶賓亀集息違縁蛭竪舟払ヒ宮系隼ζ恩秩我懸lξ F星推姜鶏:罠ぜ)尼廷森君置
療に要した医療費のうち実施要綱5(2)②に定める金額を都道府県知事に請求
することができるものとする。

(2)(1)に 定めるところにより請求を行おうとする者 (以下「請求者」とい
う。)は、別紙様式例 7に よる肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還
払い請求書に、次に掲げる書類を添えて、請求者が居住する都道府県の知事に申
請するものとする。
ア～ウ             (略 )

工 当該月において受診 した全ての医療機関が発行した領収書及び診療明細書

オ

手(3)
(略 )

(略 )

7.指定医療機関の指定及び役割について
(1)～ (3)          (略 )

(4)指定医療機関は、次に掲げる役割を担うものとする。
①～③            (略 )

④ 当該 月以前 の 1 2 日∂文ハ t 指 市 戻 磨 灘 閣 t『 沐 い て 肝 が ス′・ 音 彦 R手て市亦 入障 閣

⑤
(5)

係医療 (高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月数が既に3月 以
上ある場合のものとして、本事業の封象となる肝がん 。重度肝硬変入院関係
医療 (一部負担額が特定疾病給付対象療養に係る高額療養費算定基準額を超
えるものに限る。)が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関とし
て公費の請求を行 うこと。

(略 )

(略 )

8 (略 )



改正後

9 .都道府県外へ転出した場合の取扱いについて
参加者は、都道府県外へ転出し、転出先においても引き続き当該参加者証の交付
を受けようとする場合には、転出日の属する月の翌月末日までに、転出前に交付さ
れていた参加者証、変更部分を記載した交付申請書、 1(1)の ①から③の区分に
よりそれぞれに掲げる書類 (個人票等及び入院記録票の写しを除く)を添えて転出
先の都道府県知事に提出するものとする。転出先の都道府県知事は、当該提出が
あつた旨を転出元の都道府県知事に伝達するとともに、転出日の属する月の転出日
前に肝がん 。重度肝硬変入院関係医療が行われていない場合は、実施要綱3(3)
に定める医療に要した医療費のうち、実施要綱 5(2)② に定める金額を負担する
ものとする。
なお、この場合における参加者証の有効期間は、転出日からとするのを原則とし
て、転出前に交付されていた参加者証の有効期間の終期までとする。

10.～ 11 (田各)

攣

9

改正前

.都道府県外へ転出した場合の取扱いについて
参加者は、都道府県外へ転出し、転出先においても引き続き当該参加者証の交付
を受けようとする場合には、転出日の属する月の翌月末日までに、転出前に交付さ
れていた参加者証、変更部分を記載した交付申請書、 1(1)の ①から③の区分に
よりそれぞれに掲げる書類 (個人票等を除く)を添えて転出先の都道府県知事に提
出するものとする。転出先の都道府県知事は、当該提出があつた旨を転出元の都道
府県知事に伝達するとともに、実施要綱3(3)に 定める医療に要した医療費のう
ち、実施要綱5(2)② に定める金額を負担するものとする。
なお、この場合における参加者証の有効期間は、転出前に交付されていた参加者
証の有効期間の終期までとする。

10。 ～ 11 (略 )



改正後 改正前

(別添 1)

肝がん 。重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の診断・認定基準

医師が肝がん。重度肝硬変 (非代償性肝硬変)と診断し、臨床調査個人票を作成し、それに
基づき都道府県知事が認定する際の基準を以下の通り定めるっ

Oウイルス性であることの診断 ‐認定

1)「 B型肝炎ウイルス性」であることは、HBs抗原陽性あるいは |(3V― DNA陽性、のいずれか

を1芭認する。

*B型慢性肝炎の HBs抗原消失例を考慮し、HBs抗原陰性であっても過去に半年以上継続する
HBs抗原陽性が認められるものは、含まれることとする。

2)「 C型肝炎ウイルス性」であることは、HCV抗体陽性 (HCV―閣A陰性でも含む)あ るいは
HCV―mA陽性、のいずれかを確認する。

O肝がんであることの診断・認定

現在あるいは以前に肝がんであることを、原則として次のいずれかの方法で確認する。ただ

し、「肝がん」は原発性肝がん及びその転移のことをいうぐ

・画像所見

造影CT、 造影MRI、 血管造影/造影下CT
・病理所見

切除標本、B重瘍生横

O重度肝硬変 (非代償性肝碩変)であることの診断・認定

現在あるいは以前に重度肝硬変 (非代
′
貨性肝硬変)であることを、次のいず漁′かの基準で判

定する。

・Child― Pugh score T点 以上

・別添 3の 2に定める「重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の医療行為」または、4に定める「重

度肝硬変 (非代償性肝硬変)治療の医療行為と判断する薬剤等」のいずれかの治療歴を有
する。

(別添 1)

肝がん 。重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の診断・認定基準

医師が肝がん。重度肝硬変 (非代償性月平硬変)と診断し、臨床調査個人票を作成し、それに

基づき都道府県知事が認定する際の基準を以下の通り定める。

Oウ イルス性であることの診断・認定

1)「 B ttl干炎ウイルス性」であることは、HBs抗原陽性あるいは HBV―DM陽性、のいずれか
を確認する.

*B型慢性肝炎の HBs抗原消失何を考慮し、HBs抗原陰性であっても過去に半年以上継続する
HBs抗原陽性が認められるものは、含まれることとする。

2)「 C型肝炎ウイルス性」であることは、HCV抗体陽性 (HCV― RINA陰性でも含む)あるいは
HCV―酬A陽性、のいずれかを確認する。

苧

O肝がんであることの診断・認定

現在あるいは以前に肝がんであることを、原則として次のいずれかの方法で確認するっただ

し、「肝がん」は原発性肝がん及びその転移のことをいう。

・画像塗査

造影CT、 造影MRI、 血管造影1造影下CT
・病理塗査

切除標本、瞳窮生検

O重度肝硬変 (非代倍性肝硬変)であることの診断・認定

現在あるいは以前に重度肝硬変 (非代償性肝硬変)であることを、次ア)いずれ′かの基準で判

定する。

・Child― Pugh score  7デミじ大」L

。別添 3の 2に定める「重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の医療行為」または、4に定める「重

度肝硬変 (非代償性肝硬変)治療の医療行為と判断する薬剤等」のいずオR′かの治療歴を有
するっ



改正後

(男 Ij脇黒2)

肝 が ん 。lT,度肝 硬 変 (非代 償 性 肝硬 変 )の 病 名 の判定基 準
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(i220

C220
(12之 C

('22()/1く 76H

C221

(1221

(:227

C795

)r】
ノィIゎ

`換
‖〕コーード

(】 SI O

t'7HP

IIt 41「

(,)1(|

V:|(ぐ,J

PFSN
(13V(,

FT2V

200F,70SI

ツ0057070
200604139

2009931てヽ

20057132
2007016′ l

20087871
2001'7イ170

2  T、度月1=硬 変 (り |:代イl,1上月干硬変)な者でμ)る かυ)1判定方に対生

1'Lr‐ カルテサ11に 1)10対 応撫イl生 ,「ぢ名マ スター

),lノrt              ツl′コィI管 ⅢL卜
')  ](H)10コ

ー ド   翡 名 交換 )円 コーード

']干

4く
/1｀                     20057155       K720            S31,

リト十ヽ 1{!L用 lifた Iに           20074455      (746           RCMl.
1姓ギに,1+イ 4ヽ1                 20076391       1、 721             RSR3

13141り |:イ ‖ヽヤ′‖Lj〕干1)に 〕聾         20100410        131 S l              ,13K         。

(,'IWサFrヽ Tt↑生),Fイ亜変         20100412       1,182            EFC■ J

ナ】Fl(く
'龍

1失イl1               20057092      K767           881∫

'「

干川‖f)iた 1た llY                  20000073        K768             VNlRP

'‖

=lJ:1■‖IT                   20057095       1(729            KHRO

'11:‖

′
|:,IN)古 i                    20(157006        K729             N501

月1=1上 ,(j`Ⅲ礎         20057097   R609     をlSS

川十1生州覚ノk                    2005700(H        Iミ 18              UBQ0

周1:イ早lllrl         ゼoo57156   К76S     uSI)3
拇llイイ↑'μ L)〕

'ど

ィk     ・           20072330       R18             1´8C7
)1箕刀く,れ1                      20075■ 75        RIS              SQTN

用千1上州句′k                   200SS105       K769/∫ 91         1)ROE
月十糸‖州包→′ll」 t,白 :               20057071       1(729            ,14〔 V

l'Il,争 l〕 lR,守                    20054220        186狙              JE9H
l'll(神 ,VRナヤf lJ l ll L                20004926        1864             tIIfU2

1'!ⅢⅢ,,R'1ヽ 子れ文蓼翌                20004925        1864             1lRMP
r、建ヽ述‖争,V氏りil′                  20065291        1S59             tIAFI〕

ぶこ,と 争ヽ)り iそ‖ヤfllII竹i              2006S292        1850             TC76

食 iと M十用爪士竹f波 1裂           20065203       1350           M8CP
代 |と 'ヽf古御」Rサ詢                2008711(1        1859/186′ l        r6「 7

月干布lだ 4哲 に flそ う rti世 ‖争州
'R,11     20096774        1く

746/19S2        〕6S5
11トイi更 イ憂に ↑|そ うた iと 出争‖)に ,I竹 ‖lthに  2010260((ヽ        '(74S/1982       '711
μl)〕I(,I:デじ,世りhモ                20077171        К766             G19け

P'1)"に ,1:デじ」し)註↑′J:1',〕 れ:         200SS064        K766             P7ヽ 17

P町 ,V氏 ,11,tilllザ 正‖イL州 1,,t栃 [         20093S13        K766/К 638        ‖,0(0
ド1,VR,1:,七 ∬と,十二lVL Ilf丹 オ′ササ止       20('9351S        K76o′ /K928        TI'VN

4‖ IIイ ,lVIJl'デ‖爽炎                200S2300        K65t(ミ              I:JSじ

改正前

(ア」|1潮魚2)

肝 がん 。重度 肝硬 変 (非代償 性 肝硬 変 )の 病 名 の判 定基 準

1 肝がんぷをであるかの半りた基準

1じ 子カルチ用 lCD10共 !応標
'ト

リ′J名マスター

】l'J名

翔fi・

肝 れ‖胞崩

l→ 和‖1包加破 裂

原発 14二肝 チ♪′

月十内川 智紺i

チ〕「11ヤ莉‖刃也携▼:

γl■合型肝〕́h

月F":刊・ほ移

1'j名 十fコ礎卜 ′υ

20057051

20057070

20009318

20060439

201)57132

20070164

2008787′ l

200S7470

ICI)10=I― ド

(,220

(:220

C220      K7(■ 8

C220

C221

C221

C227

C795

)お才I交換 用 コー ド

C510

に
'71lF〕

(,Dt,tl

lI〔14r

VF8,

PFSN

(':,V('

F12V

2 環度肝硬変 (引i代償モL肝「■4)想者であるかの判定)ヽ 4“

lt rカ ルテ川 lCD10対 応 WY平こ店 名マ スター

ッゃャ ィ           病 ノィ4+"‖ 平「ケサ  ICD10コ ー ド   ',名 交換 ナ|】 コー ド
I〕 4剪HiOX変         20050099   81SI      N3rl
B哲世代 11l Htt Fl廷 変      20100408   81SI      uS26
13型
'卜

代 t'1性 }干下彊変     20,00110    は181       ,13氏
B型性性 肝 炎        20050102   B]81      r3,7
C型肝 硬 変         20050134   B182      TMBI
C Filttt`性川1:市更変       20100409    8182        RIN4
C'「 1,卜十tt.:1lJ〕 干布延変       20100412     略182         にr6J

C型 1曼性肝 炎        20050137    B182      
「
AH'

肝 下J:変症          20057068   (746      BM6r
月Tttll月 肖折猛               20057096      K729          N501
月十‖ナlⅢ l■             20057095     K729         lヽHく 0

1雙
イドに‖r不 ノゝ         20076391   K721      RSR`

ll不 令           20057155   К729      S3rじ

,If'ドⅢナ|“ガ(                 20057098       RIS             Uじ Q0

難 ィ
ム性 月狂ノlく               20072330       RI串              し3('7

‖整ノk勇工                    20075375       1ミ IS             SQTN

鶯‖:和‖胞′ドに黄 V■        20057071    К729       MW

rtだ生曹争,1,R)「帝1 l lll1             2C065292        1S50             TC7('

fti芭 ケヽ〕llk粥常わl文 裂           20065293      1S「、O           M$(引 '

rtiと Ilザ ‖ヶ「ザに鳴竹             20087118      1859/186狛        F6Fケ

食 i堂市争l〕R,4               20065291       lS59            11AFB

用fつビ4埜 1こ ll`う Tt,と ケヽlll(l南     20096774      K7■ 6/1()82       1655

月千イ匹4Eに イ1そ うrti芭 市争〃R4竹 ‖11怖 20102608     K746/1982      P711

ド町サ脈,1:〕 t廷生チ1:||:1'!打 り茄1      20093「,15       K766/K928       TEVト

和町イilVL州霊‖共炎             20062300       K651i           「 ISけ



改正後 改正前

(丹可湖く3)

肝がん 。重度肝石更変 (非代償性肝硬変)の治療 日噛の
入院と判断するための医療行為一覧

1 肝がんの医療行為

勁

I1/′)1埒号

K695-00

K695-00

1(695-00

K695-00

K695-00

K695‐ 00

K695-00

K695-02

K695-02

K695-02

K695-02

K695-02

K695-02

1、 697-03

К697-03

K697-03

K697-03

1、 697-02

К697-02

(615-00

(615-00

処 llVi

T017-00

1)412-00

放射おt了制 〔

1ヽ001-00

1ヽ001-02

1ヽ001-01)

110050910

160098010

診狭イテ為名称                      市1求 コー ド

肝り〕除ηf(部分 [JJ除 )                 150362610
肝 9」除術 (亜 |よ蚊切除)                  150362710
肝切除術 (外側 Lス 城りJ除)                150362810
月千,〕除術 (1区城切除 (外側IX域り〕除を除く))       150362910
肝り,除術 (2Lう(城 り」除)                  150363010
肝りJ除lT(31メ 城切除以 11)                150363H0
肝りJ除術 (21X域りJI鮪 以ヽ にでhi行 叶建)           150363210
打乾腔鏡下肝切除術 (部分切除)              15o348010
‖覚腔鈍 ド打rtJ」除術 (外側 lX城 りJ除)             150348■ 0

Л箕1陛鈍下肝しrl除術 (叫「 区城りJ除)              150388710
‖tlに T,こ下肝切除術 (1区蚊切除 (外側 i〔域りJ除 を除く))   150388810

腹腔飩 ド肝切I余術 (21工蚊り」除)              150388910
腹眸髄下肝切除術 (3「ズ城 LIJ除以 に)           15o389010
肝悪性川■,4ラ ジオ波焼/J荻法 (2 c ni以 内)(州笠!性鋭)    150373410
ルF悪性 lIサⅢげラジオ波焼灼療法 (2 c ni以内)(そ の他)   150378510
月T悪性

“

1,ウ ラジオ波 l,と灼リオ〔法 (2cmを 超える)(州卸空
`り

  1503■ 610
肝悪性匹1サ|ラ ジオ波l,と灼廉法 (2cnュ を超える)(その他) 150373710
月1=思↑′lillT坊 マイクロ波斑岡法 (lⅢ陸鈍)           150373210
TF悪性打■,呼マイクロ波サィモill法 (その他)           15037S210
血管牛椎‖子 (煎詢;、 lll腔、嘘腔内山と1キ件)(迷 ,ミ的 lll,‖R化学寮枠an

150376810

hllヤ 外4/1｀ 術 (頭コ∫、ll」性、州t′し内th仕等)(その他)     150360710

エタノール村所注人

経皮的14二検法

体外只t射 (前エネルギー放射撤治加 )

ガンマサイフによる定位放射泳治旗

1吼線加速器による放射線治牧

(男可ヤ恭3)

肝がん・ 重度肝 Tl史変 (非代償性肝破変)の治療 日的の
人院 と判断す るための医療行為一覧

1 肝 がんの医療行為

F,l、 r

II分 ドトを  診炊行為名称                       ド,,求 コー ド

К695 00     ,l F tυ J除やIT (士I`´ )と JJIケ矢)                                     150131,2610

(695-00   ,十 りJpttη寸 (砒モI(サ iltt tJJV卜 )                         ,50362710
K695-00     川Fり叫ケ無,If (クトlru lk城ザl余)                                 150362810

К69500  用寸:uJ除術 (11大 城 り」味 (外イ!UI(域 りJ除 を除 く))       150362910
K695-00   川「しノ」,負ηT(21X九莞りJレ代)                    150363010
К695()0   ‖「りJttηf(31(ntり J除以 li)                  150363110
(695-00   川千ワ〕1余 av(2「XJ或 り引味以 liで 市イT IT処 )               150363210
K69502   月lュ‖空j境 卜川FしlJ除引千 (許卜う)u〕 1珠 )                    150318010
K695-02  月螂空鏡 ド肝りJ除術 (外側 l米 蚊 LナJ除 )             15034Sl10
К695-02   ‖覚州′t“tド川「り〕1余例ヤ (呵 |:|,く 1或りJI妹 )                 1503SS710
К695()2  州電眸鋭 ド月F切除術 (11うく狼t切除 (外側IX城 りJ除 を除 く))   150388810
K69502  )ll′く引空鋭 ド「 rりJ除術 (21X城 喧ll l珠 )              15038S910
K695-02  11t刊空鈍 F州「し,l除割f(31)く 域と,」除以 11)            150389010
K697-03   月F悪 lVttlFサ Ⅲ手ラジオ波 l,と″Jttrノミ(2 cin以内)(腹眸鈍 )     150378110
K697-03    用, !ゝ|:沖 nサⅢヶラジオ

"支

ナ3とχ」】て浬ミ(2 c na以 内)(そ ′)イ也)      150378510
κ6(,703  月1=想 11:州■

'tJラ
ジオ波 llLサ r」昧法 (2 cIれ を,uえ る)(腹 1附↑屯)  150378610

(69703  月「悪11引11,け ラジオ波焼灼廉法 (2cmを 超える)(そ の他) 150378710
K697-02   月十悲‖:》 1,ヽァ、′イク Eコ 波泄茫1劇 pく (川費打空鈍)             150378210
K697-02    月11懸‖半li州市

'ウ

′ヽイク r」 〕覚iうと|ど司lた  (k子 て′)イ也)                    150378210

К615‐ 00    1れ と令なりに,栓 1予 (1'ri渕
`、

 1匈 ‖t、 月寛刃空T'ヽl ll【今4等 )Q雪)R白 丁々lりll)R化 ■ヽ1荘樟ηT)

150f〕 76tq 1 0

(S15-00    山[11↑宋 141f(,「1悧
`、

 川浄J‖4、 川壁‖空ツ司h,1■ 年)(そ υ)イ也)        1503S()710
K69705  生 14ゝ部分川F移‖〔術                 150284810

処ド1

J017-00     =上 タ ノーール九ウサ)「イ主人                                       140050910

0412-0('     4ヽ ,支山与笠
'1 41ilヽ
そィツ(                                           16009S010

方文

'1溺

ィヽ
ン
llγ馬

M001-00

ヤ10()よ -02

1ヽ001 03

,本クトJl'寸 (ド ユヽiネ ルギーーケ資l子↓れt,台以て)

ガンマサ イフによる定位″交み1線治炭

止撤加速ィ半による放芽1線冷肝

180020710*

180018910

180026750+

180020710半

,80018910

180026750N(



改正後 改正前

注身↓

(,001: 00

(i003-03

1)[思‖|‖■,ウ剤え,,p「+l就 イト人

用十J切‖R宋オ■を,卜 う批ぷ″LⅢl"斉J‖ F rllJ"氏 1,]平 l人

13('007510

130010410

画 像 診 μ,F

E003-00  辻 影 剤 rl二 人 (Jll,VRせ 影 カチ ー テ ル 法 )(選 ll、 的 血有】T,′ l卦多)

■ 該 璃す る区分 の 検 rヽ す べ て を含 む .

170027110

2.重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の医療行為

手術

区分 Trを

(532-00

K532-00

K532-02

κ532‐ 03

1、53fユー00

KF,33‐ 02

К615-00

診蕨イテ為名称                        言,i求 コー ド

A,こ・ T!i粋〃R光常'手lf(Ini行 1座μJf■fを !liと 司 /。 )           150136110

食道・ I!,静 lVく l'ヤ′手術 (食述離 l,「術を 1:と する)       150136210
AI世西争l,点 )'YF手

'll(‖

H月霊)                        150136350
‖■月中争比ド食述 1ケ |〕氏焔手η子 (Il,Ji V`よ mィ 1遮‖Jl'‖)           150366910

査
'と

・∵1静脈 l'J使 化療法 (内視鏡)            IS0136510
内視鈍的 A道・∵∫紳脈苅紺紫何f              150270150
hi令キJば十往ηf(lll iイ i`、 月111牛、 ‖壇月中7可山11ギ 4Ⅲ )(,世 1ぺ山|」 rl,〃 Rイ

『

il姓 1/rヽ lf)

150376(H10

氏62100  門〃R体循囃陣‖点吻合lT(門 脈ナ11九進症手術)        150151510
K63500    ‖llJ水・‖11水 ,ltЦ 過濃キl再‖争とと泌ミ                       ,50159710

K635-02    打整)眸・ ,「 l)Rランャン トノミル
‐グ設 iド |ィナl1                       15()260150

K668-2     /ミ ルーン閉
":ド

i逆イ,1‖ :4モⅢ争す)R山 郎々:4令 ,I「ヽ                    150401110

K711        1,Il llit,lf                                                  150179810

K711-2    州覚
"空

鋭 ド川申れ前‖|IIf                               150271ド 50

K69705  生体洵
`分
肝移 ll口 術                    150234810

処‖rt

,008-00    ∫lrllV仕タキ引f可

101900  1!F続 的月的打空ドレサージ

ェ01000  月電性穿中」 (人工気 l14、 洗れ、瀾二人及び排 lTkを 含む )

J02J00  1ヤ 統的‖に1空 ドレサージ

画像 F少断

E00300  造影ァ〒1注 人 (J),lllく造彫カサーテル法)(巡択的的I骨造影 )
*該 当す /o区 分の検査す´ヽてを含む.

1/1000〔1210*

1′10004110

1′10003C、 10

1′1000′ 1510

170027110

3.肝がんの医療行為 と判断する薬剤等 (一般名 )
(1)化学炊法
殺和U胞 'μL抗加剤 :エ ビルビシン、 ドキツルビシン、シスプラチン、 ミリプラチン、マイ トマイ
シン C、 フルオロウランル、グムシタビン、テガフール・ ウラシル年

画像診断

E00300  造彫利11人 (llll脈 辻影カテーテル法)(赳つく内1血 今Ⅲ迪影)
キ該 11するII分の検査すべてを含む.

170027110

2 重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の医療行為

診漿行為名称                       前求コー ド

食逆・ f!静脈巾手術 (市 [行迷 lJft′ 丁を主とする)       150136H0

食逆・ Iiイ市FIVF(勇4手術 (食道師断術を十とする)       1501362,0

代,こ 1+脈瘤手術 (‖‖打縫)                   150136350
11‖すす屯ド食道‖ケ脈痛手術 (∵ IL訂∫h[イ「遮 りr術)      150366910

食道・ iV'T.W氏 )'ll文化チ■(法 (内視鋭)            150136510
内視鈍的べ述・ i!!静脈上4対,紫術               150270150
血I竹'外 |′ 術ゝ (頭Ч

`、

胸‖4、 l堂陛内市14!4)(巡〕)ミ的 lllll l(化学本オ4術 )

1501376810

問服体俯環帥VR吻合術 (円加RI]モ ,し ,ll坊 1手lT)        150154510
1ヽl水・腹水述j凸濃縮 ll静ヤli法                150159710

‖貿llた・酢lllく シャントパルプ設‖i術              150260450
パルーン閉集 ド逆行1上継‖ケ月l(的熊椎術           150101H0

14揃 ||IFlf                                   150179810

月覚打空♪セ
‐

「
月十llll‖ 1窮f                                    150271850

飩

IX分 河子号

K582-00

K532-00

K532-02

K532-03

1(533-00

K533-02

K615-00

li夕↓

G003-00

G003-03

K621-00

(635-00

K61〕 5-02

K66S-2

K711

K711-2

処[Ⅲ

1008-00

J019-00

J010-00

J021-00

11i像 診Wi

130007510

130010110

110003210ヤ

140004110

140003でぅ10

1′10004510

抗悲VL皿瘍剤たj所持統た人

llfい方脈塞栓を伴う抗悪性卜RI歩サ剤肝丁l)J〃R内測二人

州旬‖牛i弁申1

特続的胸腔 ドレナージ

Л宝性穿

"∬

(人 Itt lt、 洗浄、‖:人及0(排液を含む)

|、l綻的‖賞陸 ドレナージ

E00300  造影剤注人 (動脈造影カテーテル法)(赳 ll、的 1伍管造影 )
半該当する区分の検査すべてを含む,

170027110

3 肝がんの医療行為と判断する薬剤等 (一般名)
(1)化半鷲法

殺細胞性抗施刑 :エ ビルビシン、ドキツルビシン、シスプラチン、 ミツプラチン、マイ トマイ
シン C、 フルオロウランル、グムシタビン、テガツール・ウラシル等



改正後 改正前

分子標的治療来 :ンラフェニブ、レゴラフェニプ、レンバチニブ等

(2)鎮痛薬

オビオイド:モルヒネ、フェンタニル、ペチジン、ププレノルフィン、ペンタノシン、エプタプ

シン、 トラマドール、オキシコドン等

4.重度肝碩変 (非代償性肝硬変)の医療行為と判断する薬剤等(一般名)
(1)肝性浮慨・腹水治療薬 (利尿薬)

肝性浮ll車あるいは腹水、美雑治性腹水等の病名を有し、かつ、 下記薬剤を投与している場合に
は、重度肝硬変 (非代儀性肝硬変)の対象医療と判断する。
・バノプレッシン受容体措抗薬 :ト ルバプタン

・ループ系利尿薬 :フロセミド、プメタニド、 トラセミド、プレタニド、アプセミド
・カノウム保持性利尿薬 :ス ピロノラクトン、 トリアムテレン、カンレノ酸カリウム

(2)肝性脳症治療薬

肝性脳症の病ネを有し、効能又は効果として「l)と性肝障害時における脳lTの改善」を有する

薬剤 (商品名 :ア ミル バン、テルフィス、とカリレバン、モリヘパミン)による治療が実施さ

れている場合には、重度肝Щ変 (非代供性肝硬変)の対象医療と判断する。

分子標的治療薬 :ノラフェニブ、レゴラフェニブ、レンバチニプ等

(2)鎮痛薬
オピオイド:モルヒネ、フェンタニァレ、ペチジン、ププレノルフィン、ペンタノシン、エプタノ

シン、 トラマドール、オキシコドン等

4.重度肝硬変 (非代慣性肝硬変)の医療行為と判断する薬剤等(一般名)
(1)肝性浮腫・腹水治療薬 (利尿薬)
肝性浮腫あるいは腹水、難治性腹水等の病名を有し、かつ、下記薬斉Jを投与している場合に

は、重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の対象医療と判断する。
・バノプレッシン受容体措抗薬 :トルバプタン

・ループ系利尿薬 :フロセミド、プメタニド、 トラセミド、プレタニド、アプセミド
・カツIシム保持性利尿薬 :ス ピロノラクトン、 トリアムテレン、カンレノ酸カリヴテム

(2)肝性脳症治療薬
月予陛脳症の病名を有し、効能又は効果として「慢性肝障害時における脳症の改善」を有する

薬剤 (商品名 :ア ミノレバン、テルフィス、ヒカリレバン、モリヘパミン)に よる治療が実施さ

れている場合には、重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の対象医療と判断する。



改正後

肝がル・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証 ( 新規
交付申請各

更新 )

Ⅲ屯 名

生年ナl日 年   ,1 日

性   別 男・女

Oi    ,サ 子 (1也言舌 )

lll人 番 号‐

被 保 険 者 氏 名 中削をとの統 lll,

イ果 彬短 ,R み可 lガ,チ・糸R,)t・ 国・後
被 lイ(険 者 前にの

記 け ・ 番 サ

申

講

者

医
療
の
給
イ可
を
受
け
よ
う
と
‐
`l‐

る
者

lll入 医禁保険

保 険 を 番 号

痛 名

木 助 成 lll度

和l    川〕   ll本

1 あり        2 なし
公て(負担十活ケ・受給帝萬手号 (

布
'メ

f)〕ナu問 (    年  月  日～
)

年   月  日)

肝がん 。l下1及Ftt Flllた 変治療研究促iと挙業について説り」を■け、本事旋の題帝をH!解 し、同意する

ので、‖子がん 。iR度肝硬変治城研究促進 Jr業み加普証の ( 新規・ IJと Vlr )交イJを中♯‖します

中船者氏名               印

(代〕rll人 の場合は代コl人 の氏名の配砒 と押 H〕 )

年    月   日

知 11 殿

(別紙様式例 1)

※参加者証の変付後に中諦内容に変更があつたナす
"■

合は、参加者証を交付している都道府県知

小に、変更簡所を交付申肺 :Ⅲに記Jtし、参加者訂L及び変更鰤所にかかるlll係 iⅢ顆を添えて提

■i3いることぃ

改正前

(別紙株式例 1)

※参加者証の交付後に中甜内容に変更があつた場合は、参加者証を変付している都道府県知

.l学に、変更筒所を交付中識籍に記 H碇し、参加者滸t及び変更簡所にかかるBrl係 許類を添えて提

出すること。

肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業今加者征 ( 新規

交付申請書

更新 )

氏 名

生年月日 年     月     日

性   別 男・女

住   所 (1喧言舌 )

被 保 険 者 氏 ″コ 申言‖者 との統柄

保 険 種 別 協・ホl・ 共・国・後
被 保 険 者 離 の

記 ケ ・ 朴 号

申

ヤ
lll

者

医
療
の
給
イ可
を
受
1す

よ
つ
と
,~
る
者

加入医療保険

保 険 考 冊 将

",

名

本 助 成 伸l,質

利  用  歴

と あり      2 なし

公平ヽ111担考帝サ・受給者番ら (

有効翔問 (    年  月  H～
)

年  ,1  日)

ll十がん。l「、度肝下史変治禁研究促進可〔堆について説り」を受け、本事業の趣旨を理すllFし 、同意する

ので、月Tがん・氏度用F硬変治撰研究促逃可卜美参加者証の ( 新規・ 更新 )″焚付を申帯‖します。

中14者氏名               印

(代】1人の場合は代
'1人
の氏名の祀職と押印 )

年   月  日

知 l卜 殿



改正後 改正前
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改正後

臨床調″l｀》V人ガ及びlィ lど ,″)〃岬fとしく協0口輩機硼お1慰蒼本人に臨床データの把体に脚して祀明するた/1,「,
1舒ドナ/ノ 1辟|さオとます二
府危T禁船IVとな静本人と♂)闘つ呼↓Wうれるも′lとなりますが、加習府案から指定医席汽寺ll『に'x｀ lすしてtiただぐこと
になります
なお、すべての恕″だ茸チし掏り のものを赤ナ必死″lサ汚ので、だlヽアだわたり、寇l,1内容の世/ブll・騨I除′すイ,ノ ,′ょ`t)で
くださιl、

改正前

百,lttl湖″「″よ大″及ιW駒よ群の別,fとしく府練 禁繊′甘/サⅦtを本人に臨床データの力とlμに脚して,党 lチl‐た/った/,♂)
欝》サ播lサtキれます逮題躙
指定離康機関と愚を本人とす)蘭J〃 ,Ⅲられるblノ )となりまナが、郎越膚糊ち鰍 療織関tごズイナしてケヽただ〈こと
イ
=な
り声す
なお、すぺての恕をだ守しヨ,‐

`ア

)b7)を示す必輿かあるので、だ辟傷あたり、記TR内への邁/ノll・肖11除1主イテ″
"ナ

ウⅢで
〈ださケⅢ



改正後 改正前

肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業参加者証

公費負担者番号

公碇負担医療の

受 給 者 番 号

住   所

氏   名

参
　
加
　
者

オ
lt F手「l日 年 月 日 男 ・ 女

保 険 種 別 脇・組・共。国・後 被保険者
“

の記ァプ・番号

保 険 者 番 号 適用区分

有 効 加 問
白

■

年

年

月

月

自己 rl担 サ〕額 10,000円

県

名

印

付

”

び

道祁

知

及

(都道府ナ(名 )  (都道府叫1欠l11ギ名) ①

交 イヽ14F)]日 年 月 日

備 考

肝がん。重度肝硬変治療研究促進事業参加者証

公賞11担者番号

公イヤ負担医療の

受 給 者 番 号

住   所

氏   名

参
　
加
　
者

生年 月 日 年 月 H 男 ・ 女

保 険 種 別 協・組・ナい 国・後 被保険者証の記ケ・番号

保 険 者 番 号

有 効 期 間
自

至

年

′をF

月

)可

日

日

自己負担月イ貞 10,000円

都 道 府 県

欠■  事  名
及  び  印

(都道府県名)  (判
`道

府県角1■名)  ①

交 lヽl年 月 日 年 月

備 考



改正後 改正前

別紙様式例 3

(“と面 )

注意 F項
1 本れにを交付 された■に、肝がん 。,H度月引

:硬変治■研究促逃
'〕

下業 (以下 「本■柴」という。)の
参加者となり、2の条件を前たした場合に限 り、別に定める対象医療のギ十用の うち 4月 日以降の
世用について、慰者 ‐都負担の月額が 万ヽ円になります。
2 本耳F堆において助汚電対イ象となる医療は、原則 として、過去 12月 以内に、指定 ′卜療「A乾囲におい
て肝がん 。重睫用F硬変入院円係医業 (諄i額策焚 l′が支綸されるものに限る。)を受けた月牧が同
一の保険者で旺に 3月 以上あるものに限られます。
3 指定医■磯円の窓日でのIl担が ■万円となるのは、次の全ての ''ス件を満たした場合です。
。1と 2の条件を満たしていること
・同 一の指定に療it間 における 4月 日以降の入院であること

J Jid麹〔輩 fuHにおけるその月の晟初の人院が、Ⅲ子がん 。■度月1=l丈変入院関係医求 (〔 f所宙itt jモ

ゼ!が支給さオlる モ,の に限るぃ)の入院ででヽ'】ること
。当該に噴礎「llにおいて、同一の月に、他の公世負担医療を受けていないこと

4 3の 条件を満たさない」1キ合は、償述払いの手繊きをとることになります なお、同一のり可に、
同 ‐の指定医療機 I門において、他に公rt負担旺策を受けた

'1合
は、ドヽ価唯 ,モ ■の自己rl担限度額

まで追航Iの窓日(1担が発生する可能性があるので iイ意 してください。

5 3の 条‖=を ,苗たして志日 flⅢ lが 1万円になったJ■合でも、年査支払機 うilの常益の結異によつて
は、条件を満たさないことになり、追微となる可能イ‖:があるので留と してください。

6 本証の変付を受けた峰は、必ず、入院 している指定医療 t、k関に提示 していください。
7 木 I謝 :の有 'メkプJ期 1市」の満了後に引き統き本判rRに参加することを府Yする場合は、交付中前

`ド

1に必

要lfr正 を記,Itし 、l占住する獅
`道
府県の角IJギが定ある交付申附 F手に添付する .11J韻 (住民粟等)を添

えて、  代′)イ を′/: !脇 ザ′t,lF′ィア, に更新のⅢユ討を行ってください。
8 ホ 1詣丘の住所、氏名、1ちと瞼 fTl別、彼保険キ 1訂 :の記 ケ・rT号及び保険士手群号に変〕とがあつたとき (他
の都道時県に1伏居した特合を除く)は、速やかに、変 T♪巴した簡所を交付中市1ドに記載 し、本 F止 と、

変更備所に I対係するドrlギ lを添えて、  ア、μl■ イI  ′|′ルイイⅢl l′ |■  に提出してください.
9.獅
`道

府ダI士外へほ出する場合 (住民要を rι したJ→合)において、iほ出後も本事注に参加 し、参加
者証の交付を長けたい場合は、1は出日の脳する月のV月 の末 日までに、住所年変更僧i所を記職 し
た交付中静 JIを、本証 と、1ビミr手先の都道Hf妹 が定める交付中甜 Iiに 添付する群 J預 (住民W4)を
添えて、ほ出先の都道府 VI〔知 lrに提出 してください。

10 指定に求氏凹に入院 (校数の指定医療機関に入院 した場合を含む。)し 、 2の医荻を受けた場
合で、都道府ナt知■llに

''li壁

,、いを言‖求する助合は、本訂Eの写 しを判
`道
府県知彗Ⅲに提出することに

なります

H トドFr労働省のつF究事業に防力することの同意の撤 llを希望するナル,合、及び事業への参加を終 r
したい場合は、下の速器先 (本れにを交付 したll;道府哩の担当係)宛てに、「川=がん・ 11度月十孤変
冶妹りF究 1と進事業参加1終 了中識伴Jに必要 J「項を記 11し 、本証を添えて提出してください。なお、
「月干がん・■

'ど

肝硬変お妹8F究促避■業参加終了中前けド|」 を都道府県が受】lした 日にllする月の

末日までは、同意が撤回されないことに常|=してください。

12 本ェ諏Lを破11し た り、お した り又は紛失 した
'1今
は、  代〃14イ イ1上 ″デ′″ィ

'ケ ',1)に
その旨

をⅢiけ出てください。

13 木嗣:を不 Iにな目的でЛ】いないでください。また、本ヱ司:の利用は献実に行つてください。
14 その他の問い合わせは下 i氾に連絡 してください。
逃絲先    mlと 町Iwl  瀾:  1卍  l¬   HI()い イ, いイ)イ )0()(,0

別紙様式例 3

(J(面 )

注意可r項

1 木証を交付さ翼τた方は、肝がん・Ⅲ度ルF硬変治装研究促進 lr業 (以下「木事業」という )の
参加者となり、2の条 P卜を満たした II合に限り、別に定める対象l兵.荻のrセ用のうち4月 日以「4の
でヤ用について、ぷ者一部負lllの 月額が五万円になります。
2 本 +業において助成対象となる医療は、原則として、過去 12月 メ内に、指tこ医療機関におい
てlllが ん ,重度肝硬変入院関係医療 (F｀額療養 Yセが支給されるものに限るて)を受けた月数がl九
に3月 以上あるものに限られます。

3 指定医療lt関の窓日でのギ1担が 1万円となるのは、同一の月に、 ―つの指定II瞭健門における
1回の入1坑で、肝がん・ IR度肝狐変入院関係距求の自己(1担額が高価策養Tセ算定基雑額を超えた

場合です。

4 同一の月に、 ‐つの指定医療代間における11数回の入院で、肝がん 。■度肝硬変入院関係 I堅策
の自己負担奮iが‖

.ヽ

れi燎 ュ`せ士中子と基当に頼を超えたなどの坪合は、ばt避払いの手続きをとることにな

りま司
~。

5 窓日負担が 1万円になった
'■

合でも、審査支払機円の4在の結果によつては、条件をれhた さな
いことになり、追徴となる可能性があるのでiT意 してくださいf

6 本 lょTの交付を受けた際は、必ず、入院している指tt医療機関に提示していくださいc
7.本証の有効期間の満了後に引き統き本Ⅲ業に参加することを希マ1する

'1合
は、交付中下‖.11こ必

要工F項を記碇し、居住する者卜道府県の知■が定める交付申甜‖卜に派付するド類 (住民票等)を添

えて、  ア、ドイナiイ ィ  ″ llイ ウ′′′I片 '中  に更新の申甜を行つてくださいっ
8 本証の住所、氏ノィョ、保険 0(川 、破保険者証の記号・番号及び保険者番弓‐に変更があつたとき (他
の都道府県に転必:し た

'〃

′合を除く)は、速やかに、変更した「ヽ 所を交付中詰ドトに記載し、本証と、

変更にi所に関係する .11類 を添えて、  代イf十 (イ   .ィ 庁イ′イ|′「ル |こ提出してください。
9 都道府県外へ幅出する「4合 (住民喋を移した場合)において、ほ出後も本事漿に参加し、参加
者証の交付を長けたい場合は、転出日の吼する月の翌月の末日までに、住所等変更得i所を記役し

た交付 F“討 IIIを 、本社と、ほ居先の都道府県が定める交付申謝 III Iこ 添付十るド類 (住民Ⅲ:等)を

添えて、転出先の都道府県知」iに提出してください。

10都道府県知J4にれて避lと、いを請求する
'1合
は、本証の写しを都道府県知■に提出することになり

ます。

H IPFLttl∫ll省 の研究 J'業に /J,力することの同意の撤回を希
ヒ々する料合、アくび Jf准への参加を終了

したい場合は、下の巡絡先 (木訛を交付した都道府県の担当係)宛てに、「州千がル・ lfl ttllT硬 変

治アメl(研究促i生 Ji業参加終了申講洋Jに必要可手項を記碇し、本 lキを添えて提出してください。なお、
「肝がん 。重度刃司

:硬
変治廉DF究 4と進 F業参加終了中討 .II Jを都道府ナkが受丁l!した日に工する月の

末日までは、同意が撤回されないことに留意してください。

12 本証を破■1し たり、汚したり又は紛失した場合は、  代 l tイ ' 
「
′十
"|″
!イイれ にその旨

を用けたいてください。

13 本証を不Iな 目的で用いないでください。また、本証の利用は献失に行つてください命
14_そ の他の問い合わせは下記に連挙してください.

連 絡 先     椰|,h町
',|  

‖  ,早   Ⅲl  HI イ)()0 イ)イ )1)い 0イ I(ユ



改正後

別紙様式例5

肝がん。重度川
:硬
変治族研究促進‖「業参加終了通知書

公イt負担者器を

公イヤ負‖医荻の

受給者番号

住 所

氏

t' わ` メド

名

生 年 ,1 日 4F 月 Fl 男 ・ 女

参 加 者 証 の

有 効 期 間

(直近のもの)

白

至

年

年

月

月

H

日

助 成制 度 の

利 用 実 績
白

至

{li

年

月

月

ロ

日

終 了年 月 H 年    月    Ы (※受理日の月の末日)

終 rの 川 曲
1 参加終了i騨請洋の提出
2 その他 ( )

月Tがん・重度肝硬変治蕨研究碇進学了業への参加は、 上記終了年月日をもつて終了することを
通央Πする。なお、同日付をもつて、本事業に円する臣亀床データ (臨床調益個人罪等)の活用を終

了〕
~る
も♂)と 1~る′

4卜    ,1    日

(細∫道府県イ〕)(都道府県知事名)  ⑨

改正前

男可

肝がん。重度肝硬変治療研究促進事業参加終了通知 f牛

公世負担者番ケ

公賛負担医療の

受給者肝汚

住 所

ホ

氏 ″,

リ  カ(

生 年 月 日 年 月 H 男 。 女

参 加 者 証 の

有 効

'W問
(1■近のもの)

自

至

年

年

月

月

助 成 制 度 の

利 用 央 績

自

至

年

年

月

一川

終 了 年 月 日 日 (※受〕七日の月の末日)年 月

終 rの 理 Ⅲl
1 参加終了中滞番の推出
2 その他 (

参加継「
1“請‖十

の「医療 機 関

医Jrr終凪町え r

析  作  

“

11(

肝がん。11度肝硬寛治療研究促趣JF業への参加は、上記終了年月日をt)っ て終 アすることを

通知する.なお、同日付をもつて、本ⅢⅢ業にlXlす る臨床データ (朧床閥企1』人叫:等)の活用を終

rするものとする。

年  月  H
(都道府県才l)(都道府県知事名)  O



改正後 改正前

別紙1液式例 6

肝がスノ・■度肝f彊変治療,F究イに避Jr k入院医療記ユA襲

Ⅲ■イのオヘいお町
'い打「がス′klk点
'世

ЛT破狂にkⅢ 人院したⅢウ命に
`上

 こ佐)把}‖ |を  指定IX ttI機円′〉t～ 11にと,■■1二 1,1示 キ ぜください
kた  附1,と

'肝

叫Чこ1ヽ電ly.,ヽを
'H,に

Jろ Il命十主 二のit'I,W`を ,1,jkドに1作十〕してくださヤヽ

k il;た IA41(円″)会 ,窓 口,)オ 、のお卜、い
二め人脱

“

llI記 il'Tが‖ちヽさ,l上 したら 4「かA′  Flt‖ F弧■人脱I彎係に

'(に

かかる記1,の せ龍をおけHい l′(十 主司

I宅ネ 4:`11「 l日 年  月  II
11:所 ‖!lilJ‖

八年 ,,よ

保険わll"!
F｀ 卜1 灰ll/腱 判名 (白け l′

へ11内容 保Frrィ lト リ

▲ム‖∠■送」u
『 4`'そ にl^ヽ御1(2)に tV)る
1「

"tん
 lf`IF,14入慌世〕十年はT

(〕硼 X

||′ 1翔

` 
賀糀″
^II■

(2ヽ に
'ど

Wす る
‖「がた ■lt‖干llt人比‖lィ‐l、 11

(う

"X
!と :ム !と」と避」_■望二」ことどとヨ』上ど∠4と」理 とu■とし」と

|、
イ,I I'I

十やIち「ヽ1】〕
|,「 , |オ

1牛 卜|‖〕イ (1ln ′、lr内 容 保険ヤトリ

4′と,1とととこ11: 夕た l〔 測
“

 I也 )1モ ″l')る

〕子が/ Fh'電 ‖十IⅢ ■へ碇熙1(1■ l・
蛙

,、▲世〕 け0'1

じol X

「 't聴 Ⅲ引n(2)itV)ち
IIがた イRIttЛ Flい に人Itttl‐

"1昨

:紫 ⅢH,げ IHお (2〕 にお|い ろ11かスタ ,hL Irlwげ 人
'.1‖

lfrtか れi術 IT‖■に1女 1`1し たか,rぅ かを■、:ッ クしてください

年ヽ0用

h(隙 ,F),
「1+:| ,|'1ヽ上‖〕イ (Hl) 区眸 l、 本

…

保1■ ,杵 イ.ケj

劇‖卿:1丈 H.4'四 お (2)に ,と ′ヽる
lFがイ′ IR叫 11御 It人「|ド 係 !ヽ′〔

IWフ fl(】 刊
: kに

'ti樹“
(ツ

'1こ

tわ′
`1千がた (R,t4f‖ 1に 人`「.世1係
「
イイイ

虹

とと
`十

i'サ
|

保レA孤川
保14イトケ「Iイ 1, に

',11(‖

〕名 (日り l人 市内本

i jl∠⊇ Ω 巴にlし ば

“‖「がた
;Iイ ツ)1こ たい′ブ
flttT,'■人it出 1係 ,il'.

鰈

とヽド|′(t'W「 た鼈り11,1
‖1'すケ【ス
つ(2)に 定める
「t′に,T,I生 ′、院W〕 4Fトイ″

0● :ベ

Ⅲ
'Ittfげ

.lt】 イワ】に〕Fあ る】卜がス′ 

“

,VIF,l'人 比世ilfヽ卜IWが

'1■

■ ド■に腋 PIし をか
'′

うか″子ド ックして くだ卜い

410(十 1t,(イ引l,

‖f′ スヽ I空
"FIえ

空 ,イ 。ヽ)口T究 ,Ⅲ泄刊1推 人脱 |た川t卍 I卜 (f

■ いヽル、′)■ jげⅢ
llがムくイrヽ (f生 11wI壁 こi 人 iヽt lよい′`[,  71世 ‖イオ い|■ド111(■ 1『 )ヽ  ●1ユ JI:‖ :■

'I  
イ( (ヽヽ

kた  mittr,上 lt lliII,、 い■
'‖

‖コ イド
"イ
ドi お`れ

'IWiV)■
L!(11に 卜とl、 1, ( :さ い

1■ titt′・tiド 1お
^耐

`ヤ
 ′}「 、、')Ⅲ ヽヽい‐うヽヽ いll′ |‖川‖|が lⅢⅢⅢⅢ ll   ll Iメ′ 1l CIIIII′ 、■WIホい

'1■

 ,ヽかイ,証1)ヽい|さ 代■おWhヽ数1 11

ぬ

止 u

崚 4           蜘卿咀は崩              叡凶史理■コユ』 郎鬱う」鴫螂 LヤJAu

迪

山

0■2.

堂

霞成機蘭名 (F,)

上
Ω

医確機問る (F,) 医療内憲

:  螂△△n   i   ▽▽日
QO鳳   :  競 鳳

理ママ.巳

ΩO日   I  螢 阻

/12

詔

とな工atttt¢ェ」m
鵡E縦向宕

螂

倣 巳

/12

“



改正後

(別紙 様式例 7)

0 ●  匁I  可|

改正前

肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業医療費償避払い請求書

イト

殿

脚i求イ (参 加者 ) 日:所  〒

氏
ノ
ィl

川 ‖

⑪

ILド帝番ケ  (  )

‖Fが ん 。IR度月F榎 変治掟 fl千究促進 ■「業の 1欠班〔Υセを ドの とお り前求 します

イドお 、 支払企撤は 次の 日 l′ギκに十ちくり込ん で くだ さい
,

※提出にあたっての注意事項。

1 木諦求ドトとともに、 F記の洋類モ,提′jく及び与しを添′ヽlの に、手続きを進めてくださし、
① 部1求者 (参加者)の氏みが ,し殺された被保険者証、市齢受給者証又は後)u革蒟齢イ医療披保
険者ドエ

② 請求者 (参加十)の月十がん 。IRl史‖Fl丈変治狭れ1究促巡 lⅢ 業な加キ証
⑥ 詢Ⅲ求者 (参加者)の川がん 。強度ⅢF破変治晰〔〕「究イli進 吋(来 人院区攻祀鎌jvf
O ①の記無叫この挫出ができないJ大′,合は、1帝定′ア、漿機 賞lにおいて‖卜がん・ IRlk‖千破変人院文、l係
医療 (ドⅢ‖i療提 rlt'が 文締されるものに曰くる。)の うち、肖骸

"i跛

の行われた月以前の 1,月
以内に、指定に療機関において肝がん・ ,■度肝硬変人院凹係 l′、求 (高額求美イヤが支綸される
()の ti曇る。)を受けたり]迭が班に 3ナ1球 にある旨を

“

L明できるi■ Ju(例 ;征 W又征と診炊り1
4W洋  など)
⑤ その他 (4;道府峠k匁1 lrが必要と認めるド干類)
2 F世求者 (参加者)の押印欄に必ず押印してください。
3 1独く込 H171ズについては、討求を (参加者)び )名義の 1川とを記設してください。

(別和(l,ヤ式 l夕 17)

肝がん。重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書

11  州 H

● ●  角I  JI 殿

‖l求士 (参加者) ‖|「 iナ  〒

氏 名 ⑩

屯 rl喬 号 (   〕

‖Fが ん 。 Fll t州「l火
′

'(｀

治映 ,F究促 ill J「 1躍の 〔,比(lrを 卜の と心 り 4ヽ)kし 生す

4だお、文仏企佃 1■次の 日肛にljkり ,△ス′でくださし、

※提出にあたってυつ‖i意 可「項ぐ

I 木|‖求ⅢⅢとと )ヽに 、 ド祀の洋l11を 添付の に、子統きを進めてください。
① 市卜k子 (参加イ)″ )氏名が記Htされた破併鹸 を詞:、 1鮒壁給者証又イま後 ull l齢士|た妹披保
1険者市Fの l」 し

② れ‖求子 (な〕1士)の
"卜

がん。叫1度肝l丈変ly、荻,fttllこ 巡 ,任 柴参加士証の与し

① ,1求イ (参力Hイ )の月Ⅲがん・Ⅲl度肝硬変治旗,Fttlムに進 'Iド業人院医
'1だ

祀嫌栗の写し

0 当‖タリ]において曼:秒 した企てのソフ、療機IWが発行した傾収 ,卜及び!'ケ荻明細1+
⑤ そのlL(襴∫述ll、 l:リト蜘,`liが必変と認めるJ十灯i)
2 市古求著 (会 ll lイ )の lW印欄に必ずⅢW印 してください.
3 1ttk込 1ln卜については、評,求帝 くな加士)の /r襲の日11大を し`1碇 してくださし、

公イヤ負担者

i了ャを

/
参加イ氏名 公望セ負)lκ求

の受給若3キ を

たIF

!牛
jⅢ  Ⅲl l'ilよく込 H IⅢ

(討 Jt士 ) I,''i4

ギ,1 ||   141   イ   11

l人 ,」 常ll

IЧ

公イヤ負担オ
河:・ 丹

参加考 氏 ノィf 公ゼヤ(1担 |た廉
の受給者活

'】

/
文Wf● 1-‐ ド l,t,)〕

‖4 11 ‖1 ,,Ilなくヽ込日座

(11ド l,|て者 ) Il,1〔

,fi号
II ⅢⅢ ″l li

に攻 T`決 定富i

(判

`う

圭ナ甘叫|



改正後 改正前

(川紙様」ヽ例 8)
′
li

肝がん 。fl度月十硬変治療研究促進 む∫業指定医荻機関指定中講評キ

知1 llf  l,k

け4設 者 の ll所 (法 人υう〕}台 II上 た る J瑞所 υ
"Ⅲ
在地 )

脚 」た者 ′)氏名 (法 人ク,“,合は法フ、のイ,称 とイ(ユ、者の ll 氏イ】,

Fp

肝がん 。lfl lどと用1:硬変治療つ卜究促 i佐 J「業による指定医療機 Xlと して指定を受けたいので

中滸手します。

なお、指定の liは 、肝がん・五度肝硬変治瞭句卜究促赴 lrk実施要綱及び肝がん 。Tl皮

州千硬変治廉研究促巡 11来 の突務「
のl)t扱 いの定めるところに従つて、1姫療を担粥します。

記

*,Ⅲ Ⅲ‖|々

“

がll′、イ′〕1,介 イこ νt人 い iれ
'11'rゎ
′,Fの山irl HI *2)側

“
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肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱い

1.医療給付の申請について
(1)「肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業について」 (平成 30年 6月 27
日健発第 0627第 1号厚生労働省健康局長通知)の別添「肝がん。重度肝
硬変治療研究促進事業実施要綱」 (以下「実施要綱」という。)3に定める
医療の給付を受けようとする者 (以下「申請者」という。)は、別紙様式例

1による肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書 (以下
「交付申請書」という。)に以下の①から③の区分により、それぞれに掲げ

る書類を添えて、申請者が居住する都道府県知事に申請するものとする。な

お、65歳以上 75歳未満の者が、後期高齢者医療制度に加入している場合
は、③ 75歳以上の申請者の例によるものとする。
① 70歳未満の申請者
ア 別紙様式例 2に よる臨床調査個人票及び同意書 (臨床調査個人票につ
いては実施要綱 5(1)に定める指定医療機関 (以下「指定医療機関」と
いう。)の医師、同意書については原則として忠者本人が記入したもの。

以下「個人票等」という。)

イ 申請者の氏名が記載された医療保険の被保険者証の写し
ウ 限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証 (以下「限度
額適用認定証等」という。)の写し
工 申請者の住民票の写し
オ 別紙様式例 6による肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業入院医療記
録票 (以下「入院記録票」という。)(医療の給付を受けようとする日の
属する月以前の 12月 以内に、指定医療機関において実施要綱 3(2)に
定める肝がん 。重度肝硬変入院関係医療 (以下「肝がん 。重度肝硬変入院

関係医療」という。)(高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた
月数が既に 3月 以上あることが記録されているもの)の写し

② 70歳 以上 75歳未満の申請者
ア 個人票等
イ 申請者の氏名が記載された医療保険の被保険者証と高齢受給者証の写
し

ウ 限度額適用認定証等の写し (但 し、所得区分が一般にあたる者を除く)
工 所得区分が一般にあたる者は、申請者及び世帯全員の住民税課税・非課
税証明書類



オ 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のあ
る住民票の写し

力 入院記録票 (医療の給付を受けようとする日の属する月以前の 12月

以内に、指定医療機関において肝がん
。重度肝硬変入院関係医療 (高額療

養費が支給されるものに限る。)を受けた月数が既に3月 以上あることが

記録されているもの)の写し

③ 75歳 以上の申請者
ア 個人票等
イ 申請者の氏名が記載された後期高齢者医療被保険者証の写し

ウ 限度額適用認定証等の写し (但し、所得区分が一般にあたる者を除く)
工 所得区分が一般にあたる者は、申請者及び世帯全員の住民税課税・非課
税証明書類

オ 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のあ
る住民票の写し

力 入院記録票 (医療の給付を受けようとする日の属する月以前の 12月

以内に、指定医療機関において肝がん
。重度肝硬変入院関係医療 (高額療

養費が支給されるものに限る。)を受けた月数が既に3月 以上あることが

記録されているもの)の写し

(2)実施要綱 6(2)た だし書により、更新の申請を行 う場合には、個人票等
の添付は要しないものとする。

(3)2(5)の 参加者証の交付を受けた者 (以下「参加者」という。)であっ

て、当該参加者証の記載内容に変更がある場合 (9の場合を除く)について

は、当該参加者証を交付した都道府県知事に対し、変更があつた箇所を交付

申請書に記載し、参加者証及び変更箇所にかかる関係書類を添えて提出す

るものとする。

2.対象患者の認定及び参加者証の交付手続き等について

(1)都道府県知事は、交付申請書等を受理したときは速やかに当該申請に対す

る認定の可否を決定するものとする。

(2)都道府県知事は、実施要綱 6(1)に 定める認定を行 う際には、個人票等
に基づき、別添 1に定める姑象忠者の診断・認定基準 (以下「診断・認定基

準」という。)に該当する忠者であることを適正に認定するものとする。こ

の場合において、都道府県知事は、必要と認めるときは、実施要綱 6(1)

に定める認定協議会に意見を求めるものとする。

(3)都道府県知事は、実施要綱 6(1)に 定める認定を行 う際には、医療の給
付を受けようとする日の属する月以前の 12月 以内に、指定医療機関にお



いて肝がん 。重度肝硬変入院関係医療 (高額療養費が支給されるものに限

る。)を受けた月数が既に3月 以上あることを確認するものとする。
(4)都道府県知事は、実施要綱 6(1)に定める認定を行 う際には、限度額適
用認定証等、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証その他所得の状

況を把握できる書類に基づき、申請者が実施要率岡4(2)の表の階層区分に
該当する者であることを確認した上で、(2)に よる認定及び (3)に よる
確認が行われた申請者が加入する保険者に尉し、医療保険における所得区

分の認定を行 うために必要な書類等を添えて照会を行い、当該申請者に適

用される医療保瞼における所得区分について参加者証の適用区分欄に記載

を行 うものとする。

(5)都道府県知事は、 (4)に より医療保険における所得区分に係る記載を行
った申請者を対象忠者と認定したときは、速やかに当該忠者に対し、別紙様

式例 3に よる参加者証を交付するものとする。

(6)都道府県知事は、認定を否とした場合には、具体的な理由を付してその結
果を申請者に通知するものとする。

(7)参加者証については、原則として、有効期間は 1年以内とし、交付申請書
等を受理した日の属する月の初日から起算するものとする。

3.認定の取消について
(1)参加者は、参加者証の有効期間内に実施要綱 7(2)に定める研究に協力
することの同意を撤回したい等認定の取消を求める場合は、参加者証を交

付した都道府県知事に対し、別紙様式例 4に よる肝がん。重度肝硬変治療研

究促進事業参加終了申請書 (以下「参加終了申請書」という。)を提出する

ものとする。その際、交付を受けている参加者証を添付しなければならな

い 。

なお、申請時期にかかわらず、参加終了申請書の受理日の属する月の末日

までは同意の撤回はできない。

(2)都道府県知事は、認定を取り消すこととした場合は、速やかに別紙様式例
5に よる肝がん。重度肝硬変治療研究促進事業参加終了通知書 (以下「参加

終了通知書」という。)を参力日者に送付するものとする。その際、都道府県

知事は、遅滞なく、厚生労働大臣に参加終了通知書の写しを送付しなければ

ならない。

(3)(2)により認定を取り消すこととした当該参加者の認定の有効期間は、
参加終了申請書の提出を受けて認定を取り消す場合は、その申請時期にか

かわらず、参加終了申請書の受理日の属する月の末日まで有効となるもの

とし、参加終了申請書の提出によらずして都道府県知事が認定を取 り消す
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場合は、認定を取り消すこととした日の属する月の末日まで有効となるも

のとする。

4.入院記録票の管理について
(1)都道府県知事は、B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん

。

重度肝硬変 (非代償性肝硬変のことをいう。以下同じ。)と診断された忠者

(以下「肝がん・重度肝硬変忠者」という。)に対し、入院記録票を交付す

るものとする。

なお、入院記録票は指定医療機関を経由して交付できるものとする。

(2)入院記録票の交付を受けた肝がん 。重度肝硬変忠者は、指定医療機関に入

院する際に入院記録票を当該指定医療機関に提示するものとする。

(3)入院記録票を提示された指定医療機関は、肝がん。重度肝硬変忠者が別添

2に定める病名を有して、当該指定医療機関に入院して実施要綱3(1)に

定める肝がん。重度肝硬変入院医療に該当するものとして別添 3に定める

医療行為 (以下「肝がん。重度月千硬変入院医療」という。)が実施された場

合は、入院のあつた月毎に入院記録票に所定の事項を記載するものとする。

.姑象患者が指定医療機関に対し支払 う額

指定医療機関において肝がん。重度月千硬変入院関係医療 (―の指定医療機関

における当該医療であって一部負担額が健康保険法施行令 (大正 15年勅令

第 243号 )第 41条第 7項に規定する特定疾病給付対象療養 (以下「特定疾

病給付対象療養」という。)に係る高額療養費算定基準額を超えるものに限

る。)を受けた参加者であって、当該医療の行われた月以前の 12月 以内に指

定医療機関において肝がん。重度肝硬変入院関係医療 (高額療養費が支給され

るものに限る。)を受けた月数が既に3月 以上ある旨の記載がある入院記録票

を提示した者は、実施要綱 3(3)に定める医療に係る医療費として、当該指

定医療機関に対し、実施要綱 5(2)② イに定める金額を支払うものとする。

6.姑象忠者が 5.により自己負担額の軽減を受けることができない場合の取扱

い

(1)指定医療機関に入院して肝がん 。重度肝硬変入院関係医療 (高額療養費が

支給されるものに限る。)を受けた参加者であつて、当該医療の行われた月

以前の 12月 以内に指定医療機関において肝がん 。重度肝硬変入院関係医

療 (高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月数が既に 3月 以上あ

る者が、5に よつて自己負担額の軽減を受けることができない場合は、実施

要綱 3(3)に定める医療に要した医療費のうち実施要綱 5(2)② に定め



る金額を都道府県知事に請求することができるものとする。

(2)(1)に定めるところにより請求を行おうとする者 (以下「請求者」とい
う。)は、別紙様式例 7に よる肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業医療費
償還払い請求書に、次に掲げる書類を添えて、請求者が居住する都道府県の

知事に申請するものとする。

ア 請求者の氏名が記載された被保険者証、高齢受給者証又は後期高齢者
医療被保険者証の写し

イ 請求者の参加者証の写し
ウ 請求者が指定医療機関に入院して肝がん。重度肝硬変入院関係医療 (高
額療養費が支給されるものに限る。)を受けた参加者であつて、当該医療
の行われた月以前の 12月 以内に指定医療機関において肝がん 。重度肝
硬変入院関係医療 (高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月数
が既に 3月 以上ある旨の記載がある入院記録票の写し

工 当該月において受診した全ての医療機関が発行 した領収書及び診療明
細書

オ その他、都道府県知事が申請内容の審査に必要と認める書類
(3)(1)に よる請求を受けた都道府県知事は、(2)に掲げる書類を審査した
結果適当と認める場合は、請求者に対し、実施要綱 3(3)に定める医療に
要した医療費のうち、実施要綱 5(2)②に定める金額を交付するものとす
る。

7.指定医療機関の指定及び役割について
(1)実施要綱 5(1)の定めによる指定医療機関の指定を受けようとする保険
医療機関は、別添様式例 8に よる肝がん。重度肝硬変治療研究促進事業指定

医療機関指定申請書 (以下「指定申請書」という。)を都道府県知事に提出
するものとする。

(2)都道府県知事は、肝がん。重度肝硬変入院医療を適切に行 うことができ、
かつ、本事業の実施に協力することができる旨を記載した指定申請書を提

出した保険医療機関を肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業の指定医療機

関として指定するものとする。また、都道府県知事は、指定した指定医療機

関について、別紙様式例 9により厚生労働大臣へ報告するものとする。なお、

都道府県知事が、指定医療機関の指定の取消を行つたときも同様とする。

(3)都道府県知事は、自らが参力日者証を交付した参加者が、他の都道府県知事
の指定を受けている指定医療機関において実施要綱 3(3)に定める医療を
受けた場合には、当該指定医療機関を自ら指定した指定医療機関とみなし

て、実施要綱 3(3)に定める医療に要した医療費のうち、実施要綱 5(2)



②に定める金額を交付するものとする。

(4)指定医療機関は、次に掲げる役割を担 うものとする。

① 肝がん。重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び入院
記録票の交付を行 うこと。

② 入院記録票の記載を行 うこと。
③ 患者から依頼があった場合には、肝がん。重度肝硬変入院医療に従事
している医師に個人票等を作成させ、交付すること。

④ 当該月以前の 12月 以内に指定医療機関において肝がん 。重度肝硬
変入院関係医療 (高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月

数が既に 3月 以上ある場合のものとして、本事業の姑象となる肝が

ん。重度肝硬変入院関係医療 (一部負担額が特定疾病給付対象療養に

係る高額療養費算定基準額を超えるものに限る。)が行われた場合に

は、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行 うこと。

⑤ その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力する
こと。

(5)指定医療機関は、指定申請書の内容に変更があつた場合は、速やかに都道

府県知事に届け出るものとし、指定医療機関であることを辞退するため指

定医療機関の指定の取消を求める場合は、参加者の利用に支障のないよう

十分な時間的余裕をもつて事前に届けるものとする。

.姑象医療及び認定基準等の周知等について

都道府県知事は、本事業の適正な運用を確保するために指定医療機関に姑

して本事業の対象医療及び診断・認定基準等の周知に努めるものとする。

また、都道府県知事は、指定医療機関に対 して定期的な指導
。助言を行 うよ

う努めるとともに、本事業を適正に実施 していない指定医療機関に対 して、本

事業の適正な推進に必要な措置を講 じるものとする。

9.都道府県外へ転出した場合の取扱いについて

参加者は、都道府県外へ転出し、転出先においても引き続き当該参加者証の

交付を受けようとする場合には、転出日の属する月の誕月末日までに、転出前

に交付されていた参加者証、変更部分を記載した交付申請書、1(1)の①か

ら③の区分によりそれぞれに掲げる書類 (個人票等及び入院記録票の写しを

除く)を添えて転出先の都道府県知事に提出するものとする。転出先の都道府

県知事は、当該提出があつた旨を転出元の都道府県知事に伝達するとともに、

転出日の属する月の転出日前に肝がん
。重度肝硬変入院関係医療が行われて

いない場合は、実施要綱 3(3)に 定める医療に要した医療費のうち、実施要

8



綱5(2)②に定める金額を負担するものとする。
なお、この場合における参加者証の有効期間は、転出日からとするのを原則

として、転出前に交付されていた参加者証の有効期間の終期までとする。

10.代理申請等
1の医療給付の申請、3の参加終了の申請、6の償還払いの請求及び 9の転

出先の都道府県知事への届出については、代理人に手続きを委任することが

できるものとする。

11.情報収集
都道府県知事は、必要に応じて、本事業のより効果的な運用に資するための

情報収集等を行 うことができるものとする。



(月 lJ添 1)

肝がん 。重度月千硬変 (非代償性月干硬変)の診断・認定基準

医師が肝がん 。重度月千硬変 (非代償性肝硬変)と診断し、臨床調査個人票を作成 し、それに

基づき都道府県知事が認定する際の基準を以下の通り定める。

○ウイルス性であることの診断・認定

1)「 B型肝炎タイルス性」であることは、HBs抗原陽性あるいは HBV― DNA陽性、のいずれか

を確認する。

*B型慢性肝炎の HBs抗原消失例を考慮し、HBs抗原陰性であつても過去に半年以上継続する

HBs抗原陽性が認められるものは、含まれることとする。

2)「 C型肝炎ウイルス性」であることは、HCV抗体陽性 (HCV―RNA陰性でも含む)あるいは

HCV―RNA陽性、のいずれかを確認する。

○肝がんであることの診断・認定

現在あるいは以前に肝がんであることを、原則として次のいずれかの方法で確認する。ただ

し、「肝がん」は原発性肝がん及びその転移のことをいう。

・画像検査

造影 CT、 造影MRI、 血管造影/造影下CT
・病理検査

切除標本、腫瘍生検

○重度月千硬変 (非代償性肝硬変)であることの診断・認定

現在あるいは以前に重度肝硬変 (非代償性肝硬変)であることを、次のいずれかの基準で判

定する。

・ Child―Pugh score 7点 以上

・別添 3の 2に定める「重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の医療行為」または、4に定める
「重

度肝硬変 (非代償性肝硬変)治療の医療行為と判断する薬剤等」のいずれかの治療歴を有

する。



(男町蕩R2)

肝がん 。重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の病名の判定基準

1.肝がん患者であるかの判定基準

電子カルテ用 ICD10対応標準病名マスター

病名

肝癌

肝細胞癌

原発性肝癌

肝細胞癌破裂

肝内胆管癌

胆管細胞癌

混合型肝癌

肝癌骨転移

病名管理番号

20057051

20057070

20060439

20099318

20057132

20070164

20087874

20087470

ICD10コー ド

C220

C220

C220

C220/K768

C221

C221

C227

C795

病名交換用 コー ド

C5L0

U7HP

HU4F

GDUC

VF8」

PFSN

G3VC

FT2V

2.重度肝硬変 (非代償性肝硬変)患者であるかの判定基準

電子カルテ用 ICD10対応標準病名マスター

病名

肝不全

非代償性肝硬変

ケ
1曼
′陛肝不全

B型非代償性肝硬変

C型非代償性肝硬変

肝腎症候群

肝肺症候群

肝性昏睡

肝性脳症

肝性浮腫

肝性腹水

肝浮腫

難治性腹水

腹水症

肝性胸水

肝細胞性黄疸

胃静脈瘤

胃静脈瘤出血

胃静脈瘤破裂

食道静脈瘤

食道静脈瘤出血

食道静脈瘤破裂

食道胃静脈瘤

病名 管理番 号

20057155

20074455

20076391

20100410

20100412

20057092

20090073

20057095

20057096

20057097

20057098

20057156

20072330

20075375

20088105

20057071

20054220

20094926

20094925

20065291

20065292

20065293

20087148

ICD10コ ー ド

K729

K746

K721

B181

B182

K767

K768

K729

K729

R609

R18

K768

R18

R18

K769/」 91

K729

1864

1864

1864

1859

1850

1850

1859/1864

病名交換用 コー ド

S3TE

RGML

R8R3

」13K

EF6」

BBl」

VNRP

KIIRO

N50L

E188

UBQ0

USD3

L8C7

SQTN

DROE

」4UV

」E9H

UFU2

H曲ぼ

UAFB

TC7G

M8GP

F6F7



肝硬変に伴う食道静脈瘤

肝硬変に伴う食道静脈瘤出血

門脈圧売進症

門脈圧売進症性胃症

門脈圧売進症性腸症

門脈圧先進症性胃腸症

細菌性腹膜炎

20096774

20102608

20077171

20088064

20098513

20093515

20062300

K746/1982

K746/1982

K766

K766

K766/K638

K766/K928

K658

J6S5

P711

G19D

P7M7

町 OQ

TEVN

E」SD



(男 lJ坊く3)

肝がん 。重度月干硬変 (非代償性肝硬変)の治療目的の

入院と判断するための医療行為一覧

1.肝がんの医療行為

手術

区分番 号

K695-00

K695-00

K695-00

K695-00

K695-00

K695-00

K695-00

K695-02

K695-02

K695-02

K695-02

K695-02

K695-02

K697-03

K697-03

K697-03

K697-03

K697-02

K697-02

K615-00

診療行為名称                      請求コー ド

肝切除術 (部分切除)                  150362610
肝切除術 (亜区域切除)                 150362710
肝切除術 (外側区域切除)                150862810
肝切除術 (1区域切除 (外側区域切除を除く))      150362910
肝切除術 (2区域切除)                 150363010
肝切除術 (3区域切除以上)               150363110
肝切除術 (2区域切除以上で血行再建)          150363210

腹腔鏡下肝切除術 (部分切除)              150348010
腹腔鏡下肝切除術 (外側区域切除)            150348110
腹腔鏡下肝切除術 (亜区域切除)             150388710
腹腔鏡下肝切除術 (1区域切除 (外側区域切除を除く))  150388810

腹腔鏡下肝切除術 (2区域切除)             150388910
腹腔鏡下肝切除術 (3区域切除以上)           150389010
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 (2cm以内)(腹腔銃)   150378410
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 (2cm以内)(その他)   150378510
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 (2cmを超える)(腹腔鏡) 150378610
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 (2cmを超える)(その他) 150378710
肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法 (腹腔鏡)          150378210
肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法 (その他)          150378210
血管塞栓術 (頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術 )

150376810

血管塞栓術 (頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他)    150360710
生体部分肝移植術                    150284810

エタノール局所注入

経皮的針生検法

140050910

160098010

K615-00

K697-05

処置

」017-00

D412-00

放射線治療

M001-00

M001-02

M001-03

体外照射 (高エネルギー放射線治療)

ガンマナイフによる定位放射線治療

直線加速器による放射線治療

180020710*

180018910

180026750*



注射

G003-00

G003-03

抗悪性腫瘍剤局所持続注入

肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入

130007510

130010410

170027110

画像診断

E003-00  造影剤注入 (動脈造影カテーテル法)(選択的血管造影 )

*該当する区分の検査すべてを含む。

手術

2.重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の医療行為

区分番号

K532-00

K532-00

K532-02

K532-03

K533-00

K533-02

K615-00

診療行為名称                      請求コー ド

食道・胃静脈瘤手術 (血行遮断術を主とする)       150136110

食道・胃静脈瘤手術 (食道離断術を主とする)       150136210

食道静脈瘤手術 (開腹)                 150136350

腹腔鏡下食道静脈瘤手術 (胃上部血行遮断術)       150366910

食道・胃静脈瘤硬化療法 (内視鏡)            150136510

内視鏡的食道・胃静脈瘤結繁術              150270150
血管塞栓術 (頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術)

K621-00

K635-00

K635-02

K668-2

K711

K711-2

K697-05

門脈体循環静脈吻合術 (門脈圧克進症手術 )

胸水・腹水濾過濃縮再静注法

腹腔・静脈シャントバルブ設置術

バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術

牌摘出術

腹腔鏡下牌摘出術

生体部分肝移植術

150376810

150154510

150159710

150260450

150401110

150179810

150271850

150284810

」008-00

」019-00

」010-00

」021-00

胸腔穿刺

持続的胸腔 ドレナージ

腹腔穿刺 (人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む)

持続的腹腔 ドレナージ

140003210ネ

140004110

140003610

140004510

画像診断

E003-00  造影剤注入 (動脈造影カテーテル法)(選択的血管造影 )

*該当する区分の検査すべてを含む。

170027110

処置

3.肝がんの医療行為と判断する薬剤等 (一般名)

(1)化学療法

殺細胞性抗癌剤 :エ ピルビシン、 ドキンルビシン、シスプラチン、ミリプラチン、マイ トマイ

シン C、 フルオロIン ラシル、ゲムシタビン、テガフール・ウラシル等



分子標的治療薬 :ソ ラフェニブ、レゴラフェニブ、レンバチニブ等

(2)鎮痛薬
オピオイ ド:モルヒネ、フェンタニル、ペチジン、ブプレノルフィン、ペンタゾシン、エプタゾ

シン、 トラマ ドール、オキシヨドン等

4,重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の医療行為と判断する薬剤等 (一般名)
(1)肝性浮腫・腹水治療薬 (利尿薬)

肝性浮腫あるいは腹水、難治性腹水等の病名を有し、かつ、下記薬剤を投与している場合に

は、重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の対象医療と判断する。
・バゾプレッシン受容体拮抗薬 :トルバプタン

・ループ系利尿薬 :フ ロセミド、ブメタニド、 トラセミド、プレタニド、アプセミド
・カリウム保持性利尿薬 :ス ピロノラクトン、 トリアムテレン、カンレノ酸カリウム

(2)肝性脳症治療薬

肝性脳症の病名を有し、効能又は効果として「慢性肝障害時における脳症の改善」を有する

薬剤 (商品名 :ア ミノレバン、テルフィス、ヒカリレバン、モリヘパミン)による治療が実施さ

れている場合には、重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の対象医療と判断する。        ′



申
　
請
　
者

（医
療
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
）

個 人 番 号

住   所

生年月 日

ふ りが な

氏   名

度

歴

制成

用

助本

利

病 名

加入医療保険

保 険 者 番 号

保 険 種 別

被 保 険 者 氏 名

協・組・共・国・後

日年   月

性   男町

被保 険者 証 の

記 号 ・ 番 号

申請者 との続柄

肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業参加者証 ( 新規

交付申請書

更新 )

(電話

男 。女

1,あ り       2.な し

公費負担者番号・受給者番号 (

有効期間 (    年  月  日～
)

年  月  日)

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について説明を受け、本事業の趣旨を理解し、同意する

ので、肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の ( 新規 ・更新 )交付を申請します。

年  月  日

知事 殿

申請者氏名               印

(代理人の場合は代理人の氏名の記載 と押印 )

(別紙様式例 1)

※参加者証の交付後に申請内容に変更があつた場合は、参加者証を交付している都道府県知

事に、変更箇所を交付申請書に記載し、参加者証及び変更箇所にかかる関係書類を添えて提

出すること。



(別紙様式例2)

臨床調査個人票及び同意書

診 断

そ  の  他
記 載 す べ き
事    項

診 断 根 拠

検 査 所 見

診 断 年 月

住 所

リ  ガ

患 者 氏 名

年  月
前医
(あれば記
載する)

男・女

性別

同
立

′鳳
圭
日

厚生労働省の研究事業について説明を受け、本研究事業の趣旨を理解し、臨床データ(臨床調査個人票等)を提供し、活用さ
れることに同意します。

同意年月日      年  月  日

患者氏名
(代諾者の場合は代講者の氏名

印
印 )

医療機関名及び所在地 記載年月日   年  月  日

医師氏名 印

当するすべての項目にチェックを入れる。
□肝がん           (B型 肝炎ウイルスによる)
□肝がん           (C型 肝炎ウイルスによる)
□重度肝硬変 (非代償性肝硬変)(B型肝炎ウイルスによる)
□重度肝硬変 (非代償性肝硬変)(C型肝炎タイルスによる)

【肝がんの場合】(該当する項目にチェックを入れる)
□画像検査 (□ 造影CT、 □造影MRI、 □血管造影/造影下CT)(検査日:   年  月
□病理検査 (□ 切除標本、 □腫瘍生検)(検査日:   年  月  日)
□その他 (                                   )
※その他の場合には、その具体的な内容を記載のうえ、根拠となる資料を添付すること。
【重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の場合】(該当する項目にチェックを入れる)
□ Chid―Pugh scoreで 7点以上 (検査日:   年  月  日)
□ 月可に定める「重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の医療行為」の治療歴を有する。
(当該医療行為の実施 日:   年  月  日)

日)

巨 〕とこの ′ノ丁見 を人 刀 丁 ること。

1.B型肝炎ウイルスマーカー(該当する項目にチェックを入れる)
□ HBs抗原陽性 (検査日:   年  月  日)
又は
HBV―DNA陽性 (検査日:   年  月  日)
□ HBs抗原消失例 (過去に6ヶ月以上間隔を空けて実施した連続する2回の測定結果でHBs抗原陽性で
ある)
1回 目 HBs抗原陽性 (検査日:   年  月  日)
2回 目 HBs抗原陽性 (検査日:   年  月  日)

2.C型肝炎ウイルスマーカー(該当する項目にチェックを入れる)
□ HCV抗体陽性 (検査日:   年  月  日)
□ HCV― RNA陽性 (検査日:   年  月  日)

3血液検査 (検査 日:   年  月  日)
AST     ____U/L  ALT    ____U/L
血清アルブミン ___g/dL  血清総ビツルビン ____ng/dL

血小板数  ___/μ L
プロトロンビン時間 ____%

日)4.身体所見(該当する項目にチェックを入れる)(検査日:
腹水 (□なし、□軽度、□中程度以上)
肝 任 脳 席  r日 井 1 同 盤 FttrT W、  同 昏 睡 r¶Tじ,ぃ 、

年  月

医療機関名

医師お

郵便番号

電話番号 ( )

年   月   日 (満  歳)

生年月日(年齢)



と妍 でノ7い

"笏
ものとノFクま″ ゝ縦 府騨 ら`指定医療機関能郎ル ていたぷ こと

′ごなクま九
なお、すべてのなを ,こオして何―のものを示す必要おミあるので、変打たあた夕、詔我ん無笏9″月閉籍ま行わないで
くださレち



別紙様式例 3

参

力日

者

備 考

交 付 年 月 日

都 道 府 県

知  事  名
及  び  印

自己負 担 月 額

有 効 期 間

保 険 者 番 号

保 険 種 別

生年月 日

氏   名

住   所

公費負担医療の

受 給 者 番 号

公費負担者番号

協・組・共 。国 。後

適用 区分

被保険者証の記号 。番号

年 月 日

年 月 日

(都道府県名)  (都 道府県知事名)  ⑪

10,000円

自

至

年

年

月

月

日

日

男 ・ 女

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証



別紙様式例 3

(裏面)

注意事項

1.本証を交付された方は、肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業 (以下「本事業」という。)の

参力日者となり、2の条件を満たした場合に限り、別に定める対象医療の費用のうち4月 日以降の

費用について、患者一部負担の月額が 1万円になります。

2.本事業において助成対象となる医療は、原則として、過去 12月 以内に、指定医療機関におい

て肝がん 。重度肝硬変入院関係医療 (高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月数が既

に3月 以上あるものに限られます。

3.指定医療機関の窓口での負担が 1万円となるのは、同一の月に、一つの指定医療機関における

1回の入院で、肝がん 。重度月千硬変入院関係医療の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた

場合です。

4.同一の月に、一つの指定医療機関における複数回の入院で、肝がん 。重度肝硬変入院関係医療
の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えたなどの場合は、償還払いの手続きをとることにな

ります。

5.窓 日負担が 1万円になつた場合でも、審査支払機関の審査の結果によつては、条件を満たさな

いことになり、追徴となる可能性があるので留意してください。    ,
6.本証の交付を受けた際は、必ず、入院している指定医療機関に提示していください。
7.本証の有効期間の満了後に引き続き本事業に参加することを希望する場合は、交付申請書に必

要事項を記載し、居住する都道府県の知事が定める交付申請書に添付する書類 (住民票等)を添

えて、 《本証をx本″した都道府県知事′)に更新の申請を行つてください。

8,本証の住所、氏名、保険種別、被保険者証の記号・番号及び保険者番号に変更があつたとき (他

の都道府県に転居した場合を除く)は、速やかに、変更した箇所を交付申請書に記載し、本証と、

変更箇所に関係する書類を添えて、 《本証をx本″した都道府県知事),に提出してくださ
い。

9.都道府県外へ転出する場合 (住民票を移した場合)において、転出後も本事業に参加し、参加

者証の交付を受けたい場合は、転出日の属する月の翌月の末日までに、住所等変更箇所を記載し

た交付申請書を、本証と、転居先の都道府県が定める交付申請書に添付する書類 (住民票等)を

添えて、転出先の都道府県知事に提出してください。

10.都道府県知事に償還払い守請求する場合は、本証の写しを都道府県知事
に提出することになり

ます。

11.厚生労働省の研究事業に協力することの同意の撤回を希望する場合、及び事業
への参加を終了

したい場合は、下の連絡先 (本証を交付した都道府県の担当係)宛てに、「肝がん
。重度肝硬変

治療研究促進事業参加終了申請書」に必要事項を記載し、本証を添えて提出してください。なお、

「肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書」を都道府県が受理した日に属する月の

末日までは、同意が撤回されないことに留意してください。

12.本証を破損したり、汚したり又は紛失した場合は、 《本証をx六灯した都道府県知事′)にその旨

を届け出てください。

13.本証を不正な目的で用いないでください。また、本証の利用は誠実に行つてください。

14.そ の他の問い合わせは下記に連絡してください。

連絡先  OO都 道府県OOttOOttOO係  (TELi 0 0 0-000-0000)



別紙様式例4

参力日終了の理由

(任 意記載 )

添 付 書 類

参 加 者 証 の

有 効 期 間

生 年 月 日

ふ

氏

り     が    な

名

住 所

公費負担医療の

受 給 者 番 号

公費負担者番号

年 月 日

肝がん。重度肝硬変治療研究促進事業について説明を受け、本事業の趣旨を理解 し、厚生労働

省の研究事業に臨床データ (臨床調査個人票等)を提供 し、活用されることに同意して本事業に

参力日しておりましたが、今般、同意を撤回することとし、事業への参加を終了することとしたい

ので申請します。

なお、本申請書の受理日の月の末日まで、臨床データ (臨床調査個人票等)が活用されること

についてあらかじめ了承いたします。

申請者氏名 印

年   月   日
(都道府県名) 知事殿

1,自 分の臨床データを活用されたくない

2.医療費の助成を受けたくない
3.その他 ( )

□ 肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業参加者証

自

至

年

年

月

月

日

日

男 ・ 女

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書



(別紙様式例 7)

肝がん。重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書

年    月    日

0 ●  知  事 殿

請求者 (参加者) 住所 〒

氏名 ⑪

電話番号  (   )

肝がん。重度肝硬変治療研究促進事業の医療費を下のとおり請求します。

なお、支払金額は次の日座に振り込んでください。

※提出にあたつての注意事項。

1,本請求書とともに、下記の書類を添付の上、手続きを進めてください。
① 請求者 (参力日者)の氏名が記載された被保険者証、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保
険者証の写し

② 請求者 (参加者)の肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の写し
③ 請求者 (参加者)の肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業入院医療記録票の写し
④ 当該月において受診した全ての医療機関が発行した領収書及び診療明細書
⑤ その他 (都道府県知事が必要と認める書類)
2.請求者 (参加者)の押印欄に必ず押印してください。
3.振込日座については、請求者 (参加者)の名義の日座を記載してください。

(都道府県記入欄 )

決定額
百万 十万 万 千 百 十 円

振込日座

(請求者 )

ふ り が な

参力日者氏名

口座

番号

(金融機関第 )

ふ  り が  な

口 座 名 義

支店

出張所

公費負担医療
の受給者番号

公費負担者

番号

支店コー ド 種男ll

普 通・当 座

/



(別紙様式例 8)

年   月 日

肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書

知事  様

開設 者 の住 所 (法人の場合は主たる事務所の所在地)

開 設 者 の 氏 名 (法人の場合は法人の名称と代表者の職・氏名 )

肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業による指定医療機関として指定を受けたいので

申請します。

なお、指定の上は、肝がん・重度月干硬変治療研究促進事業実施要綱及び肝がん 。重度

肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いの定めるところに従つて、医療を担当します。

記

開

設

者

医

療

機

関

氏名 (※ 2)

住所 (※ 1)

開 設 年 月 日

医療機関コー ド

所在地

種 類

名 称

□ 実務上の取扱い別添 3に定める医療を行 うことができる施設である。
□ 指定医療機関に求められる以下の役割を行 うことができる。
・肝がん 。重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び入院記録票の交
付を行うこと。
。入院記録票の記載を行 うこと。
・患者から依頼があつた場合には、肝がん 。重度肝硬変入院医療に従事している医
師に個人票等を作成させ、交付すること。
・当該月以前の 12月 以内に指定医療機関において肝がん 。重度肝硬変入院関係医
療 (高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月数が既に3月 以上ある場合
のものとして、本事業の対象となる肝がん・重度月千硬変入院関係医療 (一部負担
額が特定疾病給付対象療養に係る高額療養費算定基準額を超えるものに限る。)が
行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行 うこと。
。その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること。

年   月 日

病  院 診療所 (有床 )

電話 ( )

※1)開設者が法人の場合は、法人の主たる事務所の所在地  ※2)開設者が法人の場合は、法人の名称及び代表者氏名



別紙様式例9

OO県肝がん日重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関名簿
<2018年 12月報告版>

都道府県名

※1種類については、病院または診療所の別を記入すること。

※2実施要綱10(1)1こ規定する指定のあつた日を記入すること。(指定のあつた日の属する月から、医療費の公費負担が可能)

※3実施要綱10(1)に規定する指定を受けていたものとみなされる日を記入すること。(その日の属する月から、入院記録票の記載が可能)

種類 (※ 1)
※ 2 ※ 3

指定口
名称 電話番号 医療機関コード 所在地 備考




